
 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１００条第１項の規定によ

る京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業崇仁北部第二

地区土地区画整理事業の下記に記載する者に対する使用収益停止通知は、送付

すべき場所を確知することができないので、同法第１３３条第１項の規定によ

り、当該通知書の送付に代えてその内容を当該右欄のとおり公告します。 

  令和８年５月１５日  

             京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

                          都市計画事業崇仁北部第二地区土地区画整理事業 

                 施行者 京都市 

                        代表者 京都市長 松 井 孝 治 

 

書類の送付を受けるべき者の氏名及び

判明している最後の住所 
通知の内容 

鈴鹿 勢ん 

京都府紀伊郡柳原町字七條郷１５３

番戸 

土地区画整理法第１００条第１項の

規定による京都都市計画（京都国際文

化観光都市建設計画）都市計画事業崇

仁北部第二地区土地区画整理事業の

使用収益停止通知（別紙のとおり） 

 

 





京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画） 

都市計画事業 崇仁北部第二地区土地区画整理事業 

 

 

 

 

 

 

使用収益を停止する宅地の位置図 

上之町６－４ 

上之町

郷之町

（都市計画局住宅室すまいまちづくり課）


